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4 月 19 日に薬害を学ぶ連続講座第 2 回目が開催されました。今回は、あの HIV 訴

訟のお話でした。30 代後半から上の薬剤師にとって、この薬害はまさに「目の前の

薬害」だったのではないかと思います。 

HIV で汚染された血液製剤の危険性を軽視し、製薬企業の利益を優先し、執るべき

策をとらず使用し続け、多大な被害を発生させた薬害です。偏見中傷の只中で訴訟を

おこした原告の方々を思うと「薬害はもう終わりにしなきゃ」と痛感します。参加者

の報告から引用した様子は次のとおりです。 
 

茗荷谷のすずかけ法律事務所は 30 名もの参加者で立ち見が出る盛況ぶりでした。

お話は薬害エイズ訴訟弁護団の鈴木利廣弁護士でした。 

今回も学生さんの参加が多く、法学生だけでなく薬学生もたくさん参加していたと

のことで、本当に嬉しく思います。 

薬害根絶 Day プレ企画の勢いを当日に向けて更に盛り上げていきたいですね。 

☆今後の予定☆ 
◎第 3 回 5 月 9 日（水）18：30～  

場所 城北法律事務所  

お話 薬害イレッサ訴訟原告と弁護団 

◎第 4 回 6 月 22 日（金）18：30～  

場所 スモン公害センター  

お話 薬害スモン患者 

◎25 日前後の行動予定◎ 

☆判決前夜集会☆ 

２０１２年５月２４日（木） 午後６時～８時頃 エル大阪 南館５Ｆ大ホール 

☆判決期日☆ 

２０１２年５月２５日（金） 大阪高裁判決行動 

午前８時３０分～午前９時  淀屋橋，裁判所前の 2 か所で宣伝行動 

午後０時３０分～午後１時  裁判所前直前集会 裁判所前・若竹公園 

 午後１時～        入廷行動 

 午後１時１５分～３０分  傍聴券抽選 

 午後２時～        判決言い渡し 高裁２０２号法廷 

裁判所前直後集会 裁判所正面玄関外 

 午後２時３０分頃～    報告集会（弁護士会２０１号） 

８月２４日は薬害根絶デー！！ 

今年も丸一日かけて薬害根絶にむけた行動に取り組み

ます。各薬局にもチラシ＆ストローフラッグが届くと思

いますのでどうぞご協力ください！ 

カンパへのご協力もお願いいたします♪ 

根絶の会では今後ニュースで薬害についての連載に取り組ん

でいこうと考えています。乞うご期待！！ 

 

イラスト提供「web サイト赤ずきんちゃんの散・歩・道」 

連続講座第 2 回目の様子 


